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公益財団法人高松市学校給食会令和８年度事業計画 

 

１ 事 業 目 的 

  本会は、高松市において学校教育活動の一環として行われている学校給食の円滑な実

施及びその充実発展に努め、学校教育における食育の推進を支援することにより、子ど

もの心身の健全な発達並びに市民の豊かな食生活の実現に寄与することを目的とし、次

の事業を行う。 

 

２ 事 業 

（１）公益目的事業（学校給食事業） 

   ア 学校給食物資の安全性の確保 

給食用物資の安全と食品内容の適正を期するため、物資購入委員会において原

材料、産地や成分、アレルギー物質の有無、細菌及び放射性物質の検査結果、製

造工程等を確認し、物資を決定する。 

また、公益財団法人香川県学校給食会や高松市保健所等関係機関の協力を得て、

衛生的で安全な物資の確保に努めるとともに、食品に係る事故が発生した場合は、

情報を的確に収集し、市教育委員会との連携を密に、迅速かつ適切な対応ができ

るよう努める。 

イ 学校給食物資の安定的な調達・配給と価格の低廉化 

給食に必要な物資を安定的に調達するため、物資購入委員会において決定した

物資を一括購入し、品質の均一・良質化と価格の安定・低廉化に努める。 

また、高松市学校給食費管理システムと連携し、給食実施日の人数を確認の上、

必要な給食物資を発注するとともに、物資の検品や調理に支障を来さないよう納

入業者に配送を依頼する。 

ウ 学校給食を通じた食育推進 

献立委員会において、郷土料理や季節を感じられる食材、地場産物を取り入れ、

児童・生徒が地域の食文化や季節の食材について学べるよう工夫した献立を作成

し、食育を推進する。 

また、各校の実情に応じた食に関する指導を行うために独自献立を実施する学

校に対して適切な対応を行う。 

エ 学校給食の普及充実・調査研究 

地場産物の利用促進、活用策について関係機関と連携を図るなど、学校給食の

普及充実と安全性確保に向けた調査研究を行う。 

また、給食試食会を開催して参加者の意見を聴取し、献立や食材調達等に反映

する。 

オ 適切な予算執行 

各月の物資調達に係る経費について、速やかに市に請求するとともに、納入業

者への支払を適切に行う。 

 

 （２）法人事業 

公益目的事業の円滑な推進とその充実を図るため、理事会、評議員会の適切かつ
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健全な運営と堅実な予算執行に努める。 

 

３ 事 業 期 間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 対 象 校 等 

  ・高松市立小学校     ４７校   

  ・香川大学附属高松小学校  １校 

  ・高松市立中学校     ２２校 

  ・高松市立幼稚園     １１園 

 

５ 令和８年度予定給食数 

（単位：食） 

区     分 予定給食数 

高松市立小学校 

低学年 １，２０２，８２４ 

中学年 １，２８５，１６８ 

高学年・教職員等 １，６５９，４７６ 

香川大学教育学部 

附属高松小学校 

低学年 ４１，３６０ 

中学年 ４１，３６０ 

高学年・教職員等 ４８，８８０ 

小 学 校 計 ４，２７９，０６８ 

高 松 市 立 中 学 校  １，８９１，８２４ 

高 松 市 立 幼 稚 園  ３５，９５５ 

合    計 ６，２０６，８４７ 

（参考）給食数の推移                         （単位：食） 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

高松市立 

小学校 

低学年 1,380,732 1,320,331 1,277,895 1,255,501 1,196,174 

中学年 1,437,888 1,399,469 1,361,566 1,324,089 1,298,833 

高学年・教職員等 1,794,771 1,746,511 1,726,794 1,721,450 1,711,717 

香川大学 

教育学部 

附属高松 

小学校 

低学年 37,347 37,443 37,197 37,207 37,473 

中学年 35,802 37,791 36,363 36,779 36,435 

高学年・教職員等 43,761 41,406 40,706 42,748 41,534 

小 学 校 計 4,730,301 4,582,951 4,480,521 4,417,774 4,322,166 

高松市立中学校 1,988,204 1,950,495 1,865,127 1,880,965 1,863,588 

高松市立幼稚園 54,465 51,559 45,482 41,553 41,614 

合   計 6,772,970 6,585,005 6,391,130 6,340,292 6,227,368 
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６ 令和８年度給食献立回数 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

献立回数 

（回） 
16 18 22 13 19 21 19 18 15 18 16 195 

開始日 
8 日 

(水) 

1 日 

(金) 

1 日 

(月) 

1 日 

(水) 

1 日 

(火) 

1 日

(木) 

2 日

(月) 

1 日

(火) 

8 日

(金) 

1 日

(月) 

1 日

(月) 
 

終了日 
30 日 

(木) 

29 日 

(金) 

30 日 

(火) 

17 日 

(金) 

30 日 

(水) 

30 日 

(金) 

30 日 

(月) 

24 日 

(木) 

29 日 

(金) 

26 日 

(金) 

23 日 

(火) 
 

 

 

７ 令和８年度１食当たりの給食費 

                                   （単位：円） 

学校区分 学年区分 
１食当たり学校給食費 

（令和 8 年度改定） 
保護者負担額 

小学校 

低学年（１・２年生） ２９８円 

小学校児童分の保護者

負担は無償化 
中学年（３・４年生） ３４０円 

高学年（５・６年生） ３７５円 

教職員 ３７５円  

中学校 

全学年 ４０４円 

中学校生徒分の保護者

負担は 

第１学期は無償化 

第２学期は３０４円 

教職員 ４０４円  

幼稚園 
全年齢 

教職員 
２３９円 ２３９円 

  

 

 

８ 令和８年度月別事業計画 
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４月 ５月 ６月 

１ 献立原案作成部会 

２ 献立委員会 

３ 物資購入委員会 

４ 物資の納入契約締結 

５ 青果市場と協議 

６ 決算事務 

７ 会計監査 

 

１～５まで４月に同じ 

６ 通常理事会 

 （前年度事業報告） 

 （決算） 

１～５まで４月に同じ 

６ 定時評議員会 

  （前年度事業報告） 

  （決算） 

７ 事業報告提出（香川県） 

７月 ８月 ９月 

１～４まで４月に同じ １ 青果市場と協議 

２ 業者施設立入検査 

 

１～５まで４月に同じ 

１０月 １１月 １２月 

１～５まで４月に同じ 

６ 予算要求資料作成 

 

１～５まで４月に同じ １～５まで４月に同じ 

１月 ２月 ３月 

１～５まで４月に同じ 

 

１～５まで４月に同じ 

 

１～５まで４月に同じ 

６ 通常理事会 

 （新年度事業計画） 

 （収支予算） 

７ 事業計画提出（香川県） 

 

 

 

実施月未定 給食試食会 
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事 務 連 絡   

令和８年３月１８日   

 公益財団法人高松市学校給食会 

理事長 殿 

高松市教育委員会保健体育課長 

 

令和８年度からの学校給食費について（お知らせ） 

 

日頃より、学校給食の運営に深い御理解と御協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

さて、本市の学校給食費につきましては、令和６年度に改定を行い２年間据え置きまし

たが、物価が上昇の一途をたどる中、現行額の範囲内では必要な栄養価を満たす献立の作

成が困難となったことから、これまでどおりの学校給食の質や量を維持するため、８年度

から下表の額に改定（値上げ）する予定としております。 

また、改定に伴う保護者負担の在り方につきましては、以下の予定としております。 

 

１ 学校給食費改定額（１食あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 小学校児童分の保護者負担（無償化） 

国による「小学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）」が８年度から実

施されることを受け、国の支援額では不足する部分を本市独自に公費負担した上で無償化

します。 

これに伴い、毎年募集していた「第３子以降学校給食費無償化事業」は終了します。 

 

３ 中学校生徒分の保護者負担（第１学期は無償化、第２学期以降はこれまでと同額） 

現在実施している１～３月の無償化に引き続き、４～７月も無償化します。 

９月以降につきましては、これまでの保護者負担額（１食３０４円）に据え置き、学校

給食費（1 食４０４円）との差額は本市が公費負担する予定です。 

なお、小学校とは異なり、「第３子以降学校給食費無償化事業」は継続し、２学期から

区分 現行（Ｒ６～７） Ｒ８～ 

小学校低学年

（１・２年生） 

２６７円 

（保護者負担額２４９円） 
２９８円 

小学校中学年

（３・４年生） 

３０４円 

（保護者負担額２６６円） 
３４０円 

小学校高学年

（５・６年生） 

３３２円 

（保護者負担額２８２円） 
３７５円 

中学校 
３６１円 

（保護者負担額３０４円） 
４０４円 

資料１ 
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実施予定です。詳細は改めてお知らせします。 

 

４ 留意事項 

※このお知らせは、高松市議会における令和８年度当初予算の成立を前提にしたもので

す。 

※教職員の学校給食費は、改定後の額となります。 

※事務費の徴収は、廃止します。ただし、事務費として徴収していた額は引続き食材費 

として徴収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

高松市教育委員会 

保健体育課 学校給食総務係 

TEL：０８７－８３９－２６５７ 

FAX：０８７－８３９－２６２４ 

E-mail：hotai@city.takamatsu.lg.jp 
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資料２ 


